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いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。 

 今年もあっという間に桜のシーズンが過ぎていきました。新型コロナ関連の規制は殆ど無くなったと言えますが、お花見のスタイルはか

つてと微妙に変わってきたように感じます。 

 さて、変化と言えば、人事労務の分野においては“賃上げ”で、今年は継続的な物価の上昇と相まって昨年以上にヒートアップしており、

不安に感じる経営者や総務人事ご担当者等から数多く相談が寄せられています。確かに、連合（日本労働組合総連合会）の中間発表を見る

と、月例賃金は平均で５％強（16,000 円超）のアップとなっていますので、不安を抱くのも無理のないところかも知れません。まして、大

手企業となると 10％を上回るような賃上げとの報道をよく目にしますので、もはや信じ難いレベルの話と感じるのではないでしょうか。ち

なみにそのような話題が出た際、私はしばしば中小企業が取るべき戦略は下表でいう＜B パターン＞である旨をご説明することがあります。 

＜A パターン＞ 
 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

給与 300,000 300,000 300,000 300,000 336,000 

賃上げ率 ― 0% 0% 0% 12% 

＜B パターン＞ 
 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

給与 300,000 309,000 319,000 329,000 339,000 

賃上げ率 ― 3% 3% 3% 3% 

＊単位＝円、千円未満の端数切り上げ。 

 つまり、大手企業の 10%を上回る賃上げは、＜A パターン＞の 5 年目だけを部分的に切り取った報道である可能性があり、10％超の賃上

げと聞くと華々しい印象を与えるのでニュース性は高まりますが、実は、賃金は仮に 3％でも着実に上げていった方がより安定的で、従業

員のモチベーションを保つ効果が期待できるのです。上表は極端な例かも知れませんが、いずれにしても、報道に過度に振り回されること

なく、ある程度長いスパンで考え、ぜひ＜B パターン＞のような姿（着実な賃上げ）を目指されることをおすすめしています。（ご参考ま

で…） 
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■前回（2018 年）調査より 25.6 万人（30.1％）の増加 

厚生労働省は、昨年６月に実施した「2023 年度障害者雇用実態調査」の結果を公表しました。こ

の調査は、企業における障害者雇用の実態の把握と今後の障害者雇用施策の検討や立案に役立てる

ことを目的に、５年ごとに実施しています。 

従業員規模５人以上の事業所に雇用されている障害者数は 110.7 万人（以下、すべて推定値）で、

前回（平成 30 年）の調査より 25.6 万人（30.1％）増加となり、初めて 100 万人を超えました。障

害の種類別にみると、身体障害者は約 52 万 6,000 人（前回 42 万 3,000 人）、知的障害者は約 27 万

5,000 人（同 18 万 9,000 人）、精神障害者は約 21 万 5,000 人（同 20 万人）、発達障害者は約９万

1,000 人（同３万 9,000 人）となっています。 

 

■平均賃金、平均勤続年数も増加 

職業別にみると、身体障害者と精神障害者は事務的職業が最も多く、知的障害者と発達障害者は

サービスの職業が最も多くなっています。 

平均賃金（2023 年５月）は、身体障害者は 23 万 5,000 円（前回は 21 万 5,000 円）、知的障害者

は 13 万 7,000 円（同 11 万 7,000 円）、精神障害者は 14 万 9,000 円（同 12 万 5,000 円）、発達障

害者は 13 万円（同 12 万 7,000 円）となっています。平均勤続年数は、身体障害者は 12 年２か月（同

10 年２か月）、知的障害者は９年１か月（同７年５か月）、精神障害者は５年３か月（同３年２か

月）、発達障害者は５年１か月（同３年４か月）と、すべての障害種別で増加しています。 

 

■雇用にあたっての課題・配慮事項 

障害者を雇用する際の課題として、「会社内に適当な仕事があるか」という項目が最も多くなっ

ています。また、雇用している障害者への配慮事項として、「休暇を取得しやすくする、勤務中の

休暇を認める等の休養への配慮」（身体障害者、発達障害者）、「能力が発揮できる仕事への配置」

（知的障害者）、「短時間勤務等勤務時間の配慮」（精神障害者）と回答しています。  

 

 

障害者雇用者数が初の 100 万人超え 
勤続年数も増加～厚生労働省調査 
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■割増賃金の基礎となる賃金 

割増賃金は１時間あたりの賃金を基礎として、それに割増率を乗じることにより算定されますが、

基礎となる賃金に算入しない賃金として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手

当、臨時に支払われた賃金及び１か月を超える期間ごとに支払われる賃金が法律に定められていま

す。いわゆる在宅勤務手当については、一般的に、在宅勤務手当が労働基準法上の賃金に該当する

場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。 

 

■在宅勤務手当を割増賃金の基礎に算入しない場合 

ただし、在宅勤務手当が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整

理される場合には、当該在宅勤務手当は賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要

しません。 

今回の通達によれば、在宅勤務手当が実費弁償として扱われるためには、当該在宅勤務手当は、

労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するもの

であることが外形上明らかである必要があります。 

 

■実費弁償の計算方法 

在宅勤務手当が実費弁償とされるために必要な計算方法としては、以下の３つの方法が示されて

います。 

(1) 別添の国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」で示されて

いる計算方法 

(2) (1)の一部を簡略化した計算方法 

(3) 実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方 

 法 

 

在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外することは労働条件の不利益変更に当たりますので、

法律にのっとって労使でよく話し合うようにしましょう。 

 

【厚生労働省「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて（2024 年４月５日

基発 0405 第６号）」】 

本文：https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf 

別添：https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf   

在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から 
除外する場合についての通達が発令 

 



 

 

  

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

4 

■過労死等の再発防止対策、フリーランスへの取組等を推進 

働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が建設業と運送業、医師の職種にも適用されるこ

とを受け、「過労死等の防止のための対策に関する大綱（素案）」が示されました。 

① 令和６年４月に全面適用となった時間外労働の上限規制の遵守を徹底 

② 繰り返し過労死等を発生させた企業に対し、労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計

画」の策定を求めるなど原因究明および再発防止の指導を強化 

③ 勤務間インターバル制度の企業における取組みを波及させるため産業医に周知を図るととも

に、同制度の導入の必要性を感じていない企業に対する周知を行う 

④ フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後は履行確保を行うとともに、個人事業者等

自身による定期的な健康診断の受診等の健康管理及び個人事業者等が過度な長時間就業とならない

よう、注文者等による期日設定等に関する配慮等の取組みを促進 

 

■労災事案分析、労働・社会分野の調査研究内容を充実 

① 芸術・芸能分野を重点業種等に位置付け 

② フリーランス、高年齢者、労働時間把握が自己申告制である労働者など、働き方や就労環境、

属性等に焦点を当てた調査を実施 

③ 過労死等の危険因子や疾患との関連の解明等の研究や、過労死等事案の分析から得られる成

果および国内外の最新知見に基づき、事業場における過労死等防止対策を支援するツール開発と効

果検証等を一体的に実施 

④ 過労死等事案についてハラスメント防止措置状況を可能な範囲で分析 

⑤ 調査研究の成果やその他の過労死等に関する国内外の最新情報について、専用ポータルサイ

トを通じて公表 

 

■実効ある対策に資する数値目標を追加設定 

① 労働時間について重点業種等に着目した重点的な取組みを明記 

② 勤務間インターバル制度について導入効果が高いと考えられる企業等に着目した数値目標を

設定 

③ 公務員についても目標の趣旨を踏まえ、各職種の勤務実態に応じた実効ある取組みを推進 

 長時間労働是正の一環として対策を進めましょう。 

 

【厚生労働省「「過労死等の防止のための対策に関する大綱（素案）について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001228535.pdf  

「過労死等の防止のための対策に関する 
大綱（素案）」が示されました 
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■4 月 1 日の改正 

４月１日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、「従事すべき業務の変更

の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」の３つが追加されてい

ます。具体的な記載のしかたを紹介します。 

 

■従事すべき業務の変更の範囲 

採用後、業務内容の変更予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲：変更なし」と明示

します。異なる業務に配置する見込みがある場合は、同欄に変更後の業務を明示します。 

 

■就業場所の変更の範囲 

異なる就業場所に配置する見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄で「１．あり」を丸で囲み、

転勤範囲を明示します。 

 

■有期労働契約を更新する場合の基準 

原則として更新する場合は、「契約更新の可能性」欄で「１．あり」を丸で囲み、「原則更新」

を選択してマルで囲みます。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「求人に関する特

記事項」欄に「更新上限：有（通算契約期間○年／更新回数○回）」と明示します。 

 更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は、同欄で「１．あり」を丸で囲み、「条

件付きで更新あり」を選択してマルで囲みます。そして、「契約更新の条件」欄に具体的な更新条

件を記載します。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「契約更新の条件」欄にその

旨を記載します。 

 

■記載欄に書き切れない場合 

上記の労働条件について指定された記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する

特記事項」欄に記載します。 

 

【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新

たに３点追加されるのでご留意ください」】 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/anteihoukaisei.pdf   

４月からの求人票記載に関する具体的方法 
明示する労働条件が追加に 
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先月の事務所便りでもご紹介した厚生労働省の「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」

が策定・公表されました。本手引きに沿って、求職者等が求める情報と、企業が情報提供にあたっ

て注意すべき点をみていきましょう。 

 

■求職者等が開示・提供を求める主な情報 

(1) 企業等・業務に関する情報 

・企業等の安定性  ・事業、業務内容  ・入社後のキャリアパス 等 

(2) 職場環境に関する情報 

・在宅勤務、テレワークの可否  ・育児休業や短時間勤務等に関する制度 

・職場の雰囲気や社風  ・社員の定着率 等 

(3) 労働条件・勤務条件 

・賃金（昇給等も含む）  ・所定外労働時間（残業時間）、所定労働時間 

・有給休暇取得率  ・副業、兼業の可否  ・転勤の有無 等 

(4) その他 

【転職者の場合】 

・経験者採用割合  ・経験者採用の離職率  ・研修制度 

・オンボーディング制度 等 

【非正規雇用労働者の場合】 

・就職後のキャリア形成 

・正社員転換制度の有無および正社員転換実績 等 

 

■情報提供にあたってのポイント 

・情報量が多くなりすぎないように注意する 

・数値情報を提供する場合は、数値の定義を補足する 

・更新時期や制度の利用実態などもあわせて正確な情報を提供する 

・実績が低調であっても、改善に向けた取組みや今後の方針とあわせて情報提供する 

 

■「しょくばらぼ」の活用 

 中小企業においては、「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、

「両立支援のひろば」に掲載されている企業等の情報を求職者等に総合的・横断的に提供するウェ

ブサイト「しょくばらぼ」の活用を推進しています。幅広い情報提供が可能となるほか、ハローワ

ークインターネットサービスと連携しているため、より少ない作業負担で求職者等に対する情報提

供ができます。採用のミスマッチを防いで、労働者の離職率低下やエンゲージメントの向上に役立

てましょう。  

「求職者等への職場情報提供に当たっての 
手引」のポイント 
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■背景と概要 

わが国においては、超高齢化が進行し、社会・経済の主たる担い手である生産年齢人口が減少し

ています。そうしたなか、仕事に就きながら家族の介護にも従事する、いわゆる「ビジネスケアラ

ー」の問題が顕在化・深刻化しています。こうしたビジネスケアラーは 2030 年時点で約 318 万人と

なると予想されています。 

従業員の仕事と介護の両立が困難になると、生産性の低下や介護離職につながります。こうした

状況は、個々の企業にも打撃を与え、例えば中小企業においては１社あたり年間 700 万円以上の損

失につながると試算されています。 

以上の状況をうけ、経済産業省は「全ての企業の協力が必要」とし、３月 26 日、企業経営層を対

象として、仕事と介護の両立支援の意義や進め方などをまとめたガイドラインを公表しました。 

 

■主なポイント 

このガイドラインでは、各企業が法律により義務付けられた措置を講ずることを前提として、「全

企業が取り組むべき事項としての『３つのステップ』」、「企業独自の取組の充実」、そして「外

部との対話・接続を通じた両立支援の促進」を、「企業における介護両立支援の全体像」としてま

とめています。 

なかでも、「全企業が取り組むべき事項としての『３つのステップ』」としては、①「経営層の

コミットメント」（経営者によるメッセージ発信や推進体制の整備など）、②「実態の把握と対応」

（社内の状況把握や指標設定など）、そして③「情報発信」（従業員に向けた「プッシュ型」での

情報提供や相談先の明示など）を挙げています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

 

【経済産業省「「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表します」】

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240326003/20240326003.html   

仕事と介護の両立支援に関する経営者向け 
ガイドライン（経済産業省）が公表 
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■晩婚化・晩産化による影響 

人手不足が深刻化していく中、社員の離職はできるだけ避けたいものです。各社員の離職の理由

は様々ですが、晩婚・晩産化の傾向も踏まえると、今後は不妊治療を理由とした離職も増えていく

ことが考えられます。 

 

■不妊治療と仕事の両立ができずに仕事を辞めた人は 10.9％ 

厚生労働省では、2023 年度に委託事業「不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備事業」（委託

先：有限責任監査法人トーマツ）の中で行った、企業および労働者に対する不妊治療と仕事の両立

に関するアンケート調査の結果を公表しています。 

同調査によれば、不妊治療をしたことがあるまたは近い将来予定していると答えた人の割合は

14.5％、不妊治療をしたことがあると答えた人のうち、不妊治療と仕事の両立ができずに仕事を辞

めた人は 10.9％に上っています。 

 

■実態を把握していない企業が半数 

同調査では、半数以上の企業が、不妊治療を行っている従業員の把握ができていないと答えてい

ます。不妊治療をしていることを職場で一切伝えていない人は多いため（同調査では 47.1％）、企

業としては不妊治療としていることを知らないまま、気づいた時には社員が離職を選んでいたとい

うことも少なくないと思われます。 

 

■企業ができる支援 

では、企業としてはどのような支援ができるのでしょうか。同調査では、不妊治療と仕事の両立

に関する従業員への普及啓発を実施していない企業は 95.7％となっていますが、まずは社員への啓

発活動の実施が考えられるところです。 

また、不妊治療を行っている従業員が利用できる柔軟な働き方を可能とする制度として、「半日

単位・時間単位の休暇制度」（82.9％）、「テレワーク（在宅勤務）」（52.0％）、「短時間勤務」

（41.3％）などが続きますが、これらの制度は不妊治療に限らず両立支援のあらゆる場面で活用さ

れるものです。仕事を続けやすい制度づくりは、今後より一層重要になるでしょう。 

 

【厚生労働省「2023 年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168037.pdf   

不妊治療と仕事の両立についての調査結果 
11%が退職を余儀なくされる 
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■現物給与とは？ 

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅（社宅や寮など）の貸与、食事、自社製品、通

勤定期券などで支給することがあります。この場合、現物給与といいます。 

現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額

の決定を行いますが、健康保険、船員保険、厚生年金保険および労働保険において現物給与の価額

は厚生労働大臣が定めることとされています（「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告

示）。 

 

■現物給与価額の改正内容 

上記告示の内容が一部改正され、2024 年４月１日より、40 都道府県において、食事の現物給与価

額が変更になりました。前年よりも食事の額がアップしていますが、現物給与の価額をより現在の

実態に即したものとするための改正であるとしています。 

（一例）北海道 

・１人１月当たりの食事の額：23,100 円（2023 年は 22,500 円） 

・１人１日当たりの食事の額：770 円（2023 年は 750 円） 

・１人１日当たりの朝食のみの額：190 円（2023 年も同じ） 

・１人１日当たりの昼食のみの額：270 円（2023 年は 260 円） 

・１人１日当たりの夕食のみの額：310 円（2023 年は 300 円） 

なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。 

 

■留意点 

現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動（昇給・降給や住宅手当、役付手当等の固定的な手当

の追加や支給額の変更の場合）に該当します。よって、「被保険者報酬月額変更届」が必要になる

場合がありますので注意が必要です。 

また、今回改正された価額は、４月１日から適用されます。４月の給与の締日が月の途中である

場合も、現物給与（食事、住宅等）については、給与の締日は考慮せず、４月分（１カ月分）の報

酬として計算します。 

その他、詳細は以下をご覧ください。 

 

【日本年金機構｢2024 年４月１日より現物給与価額（食事）が改正されます｣】 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf 

食事の現物給与の価格が変更されました 
随時改定対象になる場合も 
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■飲酒に関するガイドラインとは 

飲酒による身体等への影響には個人差があります。そのため、飲酒の際にはそれぞれの状況に応

じた適切な飲酒量・飲酒行動を本人が判断し、不適切な飲酒によるリスクを抑えていかなければな

りません。 

そこで厚生労働省は、国内初となる「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成しまし

た。基礎疾患等がない 20 歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢・性別・

体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどをわかりやすく伝えるものです。

そのうえで、考慮すべき飲酒量（純アルコール量）や配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意して

ほしい事項（避けるべき飲酒等）を示すことで、飲酒や飲酒後の行動の判断等に資することを目指

すとしています。 

 

■「純アルコール量」に着目 

ガイドラインでは、適切な飲酒量を測る目安として「純アルコール量」に着目しています。「摂

取量（ml）×アルコール濃度（度数/100）×0.8（アルコールの比重）」で表すことができ、食品の

エネルギー（kcal）のようにその量を数値化できます。 

例えば、ビール 500ml（度数５％）の場合の純アルコール量は、「500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)」

です。そのうえで、疾病別の発症リスクと飲酒量（純アルコール量）を示し、適切な飲酒量の参考

とするよう呼び掛けています。 

飲酒習慣のある方もない方も、自身や身近な人々の健康を守るために意識していきたいですね。 

 

【厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001211974.pdf   

健康に配慮した飲酒に関する 
ガイドラインが公表されました 
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 10 日■ 

 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 15 日■ 

 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 

 

 31 日■ 

 

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］

 

税務と労務の手続カレンダー 
（２０２４年 ５月） 
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【編集後記】 

若い頃は長期休暇が近付くと、どこに行こう、何をしよう、とワクワクドキドキしていたものですが、最近は

手放しで喜べません。休みが増えても仕事が減るわけでなし、限られた平日に仕事をぎゅっと詰め込まなけれ

ばならないので、かえって大変です。部下に休日出勤を強いるわけにもいかず、気がつくと締切だけが近付い

ていて、焦ります。▼そう言えば、札幌に住んでいる長女から、彼氏を連れて帰省すると連絡がありました。

すわ、そういう心づもりしておかなければならない行事が予定されているのか？ と気色ばんだところ、そん

な予定はないそうです。とはいえ、親に紹介するわけですから、まんざらでもないのでしょうし、どういう態

度で出迎えようか、今から思案中です。まあ、あれやこれやをご馳走して、結局たかられるのがオチでしょう

が……。仕事の心配と、親としての心配と、お金の心配と、いろんな気分が入り混じった黄金週間になりそう

です。 


